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協議議事録（案） 

全国主要病院における医療サービス向上のための医療機材整備計画 

医療機材保守管理能力強化プロジェクト 

協力準備調査Ⅰ 

 

 

 キューバ共和国政府（以下、「キューバ」と称す）の要請に対し、日本政府は無償資金協

力プロジェクト「全国主要病院における医療サービス向上のための医療機材整備計画」（以

下、「無償資金協力プロジェクト」と称す）と技術協力プロジェクト「医療機材保守管理能

力強化プロジェクト」（以下、「技術協力プロジェクト」と称す）の協力準備調査Ⅰを行うこ

とを決定し、その調査を独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」と称す）に委託した。 

 

JICA は人間開発部・伊藤賢一を団長とする準備調査団（以下、「調査団」と称す）を 2015

年 8 月 30日から 9月 24日までキューバに派遣することにした。 

 

 調査団は、キューバ滞在中に関係当局との協議および対象地域における現地調査を実施し

た。 

 

これらの協議議事録と現地調査を踏まえ、双方は付属文書および別添に記載する主要事項

について確認した。 

 

 

ハバナ、2015 年 9 月 23 日 

 

 

 

 

 

 

                                

伊藤 賢一 

団長 

協力準備調査団 

国際協力機構 

日本 

 

 

                                  

アフルレド・ゴンザレス・ロレンソ 

副大臣  

保健省 

キューバ共和国 

     

                            

1



附属文書 

  

Ⅰ 無償資金協力プロジェクトと技術協力プロジェクトにより目指すところの考え方 

キューバにおける死亡原因の第一位ががんであり、がんの早期診断と治療への取り組みは、

保健省が保健セクター国家計画を策定し、同計画の中で「保健システムが高品質の医療サー

ビスを患者へ適確に提供できるようにする」を掲げている。同計画の実現に向けて保健省は、

「がん対策総合プログラム」を策定し、その中で「がん診療システムの確立・拡充」や「外

科的侵襲の少ない治療の提供」を活動として挙げている。 

この計画に沿って、無償資金協力プロジェクトでは、主要な医療施設に対して医用画像診

断システムのデジタル化に必要な機材、病理検査機材、低侵襲治療に必要な機材を整備する

ことを目指す。 

これら機材の整備により、当該医療施設におけるがんの診断及び低侵襲治療の強化を図る

ことが期待されるが、これを持続的なものとするよう、技術協力プロジェクトでは無償資金

協力プロジェクトにより整備されるものをはじめとする医療機材の保守管理の向上を図る。 

この無償資金協力プロジェクトと技術協力プロジェクトとの一体的な支援により、全体と

して、主要な医療施設におけるがんの医療サービスの拡充と質の向上を目指し、キューバの

保健の優先課題の解決とキューバ国民の健康改善に寄与する。 

 

 

Ⅱ 無償資金協力プロジェクト 

1. 無償資金協力プロジェクトの目標 

本事業は、キューバの主要な医療施設において、医用画像診断システムのデジタル化に必

要な機材、病理検査機材、低侵襲治療に必要な機材を整備することにより、当該国において

死亡原因の一位であるがんの診断及び低侵襲治療の強化を図り、ひいては当該医療施設にお

ける医療サービスの拡充と質の向上に寄与する。 

 

2. 無償資金協力プロジェクトサイト 

無償資金協力プロジェクトサイトは、別添 1に示すキューバの主要な医療施設である。 

 

3. 無償資金協力プロジェクトの責任機関及び実施機関 

責任機関および実施機関について以下の通り、双方で確認した。 

3-1. 責任機関は保健省・医療サービス福祉局とする。責任機関は実施機関を監督する。

責任機関の組織図は別添 3の通り。 

3-2. 実施機関について、国立の 5 つの医療施設は保健省・医療サービス福祉局、それ以

外の医療施設はハバナ県、ピナル・デル・リオ県、アルテミサ県、マタンサ県、ラ

ス・トゥーナス県、オルギン県、グランマ県、サンチアゴ・デ・クーバ県、グアン

タナモ県、ビジャ・クララ県、シエン・フエゴス県、カマグェイ県の合計 12県保健

局とする。実施機関は、プロジェクトの円滑な実施及び関連機関による適時適切な
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負担事項の履行を確保するよう、全ての関連機関との調整を行う。 

 

4. キューバ政府からの無償資金協力プロジェクトに関する要請内容  

4-1. キューバ側の要請は別添 3 の通りであることを調査団とキューバ側は確認した。こ

の確認に際し、要請内容を以下のように機能分類して整理した。 

a. 医用画像診断システムのデジタル化に必要な機材：コンピューターラジオグラフィ

（Computed Radioglaphy、以下、「CR」と称す）、フラットパネルシステム（Flat Panel 

Detector System、以下、「FPD」と称す）、画像保存通信システム（Picture Archiving 

and Communication Systems、以下、「PACS」と称す）、共通、医療機器以外 

b. 病理検査機材：共通、細胞診断、生検、術中迅速、病理解剖 

c. 低侵襲治療に必要な機材：上部消化管スコープ、下部消化管スコープ、十二指腸ス

コープ、モニターセット、止血手技（食道静脈瘤止血バンドセット含む）、工具 

4-2. 調査団帰国後に JICAは、その内容について、下記 7-1及び 7-2に記載の各要請施設

の役割及び要請機材の検討方針を原則として踏まえ、必要性と妥当性を検証する。 

4-3. 上記 4-2 をもとに検証された要請内容について、協力準備調査Ⅱでその優先度を調

査団とキューバ側の協議を踏まえて設定し、最終的な要請内容とした上、その結果

を日本国政府に報告する予定である。 

 

5. 日本の無償資金協力制度 

5-1. 調査団は、別添 4 に示された無償資金協力の仕組みをキューバ側に説明し、キュー

バ側はそれを理解し、合意した。 

5-2. キューバ側は、日本政府がプロジェクトに対する日本の無償資金協力の実施を承認

した場合、その円滑な実施のために、別添 5 に記載された必要な措置（先方負担事

項）をとることを確約した。 

 

6. 無償資金協力プロジェクトに関する調査スケジュール 

6-1. コンサルタント団員は、2015 年 9 月 25 日までキューバで引き続き調査を行う。コ

ンサルタント団員は、国内解析を行う上で必要となる施設・機材の追加情報や、調

達機材の内陸輸送・据付に関連する情報等を調査し、キューバ側は必要な情報提供

を行う。 

6-2. 協力準備調査Ⅰの結果を踏まえ、要請内容の妥当性が明確になった場合、JICAは協

力準備調査Ⅱ調査団を 2015 年 11 月頃に派遣する。協力準備調査Ⅱでは、以下の内

容を含む（ただしそれに限定されない）事項を確認する予定である。 

a. 要請内容の優先度 

b. キューバ側が具体的に取るべき措置（内容、時期、予算措置等） 

6-3. JICAは協力準備調査報告書案を西語で作成すると共に、協力準備調査Ⅲ調査団を概

略設計概要説明のために 2016年 2月頃に派遣し、協力準備調査報告書案についてキ

ューバ側に説明すると共に、キューバ側の必要準備事項を確認する。 
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6-4. 協力準備調査報告書案の内容と取るべき措置がキューバ側に原則的に受け入れられ

た場合、JICA は協力準備調査報告書を作成し、これを 2016 年 5 月頃にキューバ側

へ送付する。 

6-5. 上記スケジュールは暫定的であり、変更の可能性がある。 

 

7. その他協議事項  

7-1. 無償資金協力プロジェクト要請内容の変更 

a. キューバ側は、全国の主要な医療施設の合計 35施設への医療機材の調達を要請して

いた。しかし同要請施設のうちルイス・ディアス・ソト病院、カルロス・フィンレ

イ病院は国防省管轄の施設であり、行政的な監理形態を鑑みて本プロジェクトの要

請から除外し、がんの地域診療体制の強化を目的として、ドセンテ・アシステンシ

アル・セレスティーノ・エルナンデス・ロバウ病院への病理検査機材およびファン・

マヌエル・マルケス小児病院への病理検査機材の調達を、新たな要請として追加す

ることをキューバ側は要望し、調査団は了承した。 

b. キューバ側は、低侵襲治療に必要な機材の要請施設のうち国立低侵襲外科センター、

カリスト・ガルシア病院は、機材調達の資金を貸与により対応することを検討して

おり、重複を避けるため本プロジェクトの低侵襲治療に必要な機材の要請対象施設

から除外し、アマルド・ミリアン・カストロ病院とファン・ブルノ・サヤス病院へ

の低侵襲治療に必要な機材の調達を新たな要請として追加することを要望し、調査

団は了承した。 

c. 調査団は、本調査で確認された情報を分析した後、プロジェクトの要請施設が別添

6の機能を有することを説明し、キューバ側は了承した。 

 

7-2. 無償資金協力プロジェクト要請機材の検討方針 

要請機材の必要性と妥当性の検証は、保健省の定める「がん対策総合プログラム」の

戦略的な実現に向けて、がんに対する保健システムの機能及び医療サービスの質の向上

を基本方針とすることを、双方で確認した。さらには、がんに対する全国の地域医療サ

ービス水準の向上ととともに公平性を目指すこと、地域医療サービスの中でも特に早期

診断と治療の強化を行うことの必要性に鑑みた検証を、日本側が行うことについて調査

団は説明し、キューバ側は理解した。なお検証を行う際、現時点で想定される考慮すべ

き事項は以下の通りであり、現地調査時点での暫定的な調査結果および今後の検討方針

は別添 7の通りである。 

 

a. 要請施設の管轄地域間の医療サービスの質の向上と公平性を踏まえ、ハバナ近郊と

地方とのバランス、教育機能を有する医療施設、市レベルの医療施設への協力の緊

急性 

b. 現有機材と要請機材との機能面での整合性（現有機材に対する、キューバ側で調達

済または調達予定の機材との整合および要請機材との仕様の整合など） 
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c. がんの診断・治療に必要な医療機材と、それ以外の機材の緊急性 

d. 地域医療サービスの中での医用デジタル画像の中長期的な役割（医用画像のデジタ

ル化の範囲） 

e. 病理解剖の地域医療サービスの中での位置づけ・役割および必要性 

 

以上よりキューバ側は、日本側による要請内容の妥当性の検証方針を、上記事項も含めて

了承した。 

 

7-3. 対象施設・調達機材の運営・維持管理 

キューバ側は、調達機材の運営・維持管理に必要な予算措置および人員配置を行うこと

を、調査団へ確約した。なお、適切な予算措置計画および人員配置計画の詳細な策定は、

第 2次現地調査にて行うことを双方で確認した。 

 

 

Ⅲ 技術協力プロジェクト 

1. 日本の技術協力プロジェクト 

調査団は、別添 8に示された技術協力プロジェクトの仕組みをキューバ側に説明し、キュ

ーバ側はそれを理解し、合意した。 

 

2. 技術協力プロジェクトに関する調査スケジュール 

2-1. コンサルタント団員は、2015年 9月 25日までキューバで引き続き調査を行う。 

2-2. 協力準備調査Ⅰの結果を踏まえ、要請内容の実施の妥当性を検証するために JICA

は、協力準備調査Ⅱ調査団を 2015年 11月頃に派遣する。その際、上記Ⅰのとおり、

無償資金協力プロジェクトで支援する医療機材の維持管理能力の向上を基本方針と

し、技術協力プロジェクトの方向性・枠組み、そして目標の設定など案件の基本計

画の策定を行う。 

2-3. JICA は協力準備調査Ⅲ調査団を詳細計画の策定のために 2016 年 2 月に派遣し、協

力準備調査Ⅱで策定された基本計画を踏まえて投入、活動及び規模など案件の詳細

計画を行う。 

2-4. 上記スケジュールは暫定的であり、変更の可能性がある。 

 

以上 

 

別添 1 プロジェクトサイト 

別添 2 組織図（責任機関） 

別添 3  キューバ国政府要請機材 

別添 4  無償資金協力の仕組み 

別添 5 両国政府の負担事項 
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別添 6 無償資金協力プロジェクト要請施設の機能・役割 

別添 7 無償資金協力プロジェクトの要請機材に対する暫定的な調査結果および今後の検討

方針 

別添 8 技術協力プロジェクトの仕組み 
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Anexo 1 

1 国立腫瘍学研究所(INOR) 13 アベル・サンタマリア病院 10 ミゲル・エンリケス病院 10 ミゲル・エンリケス病院 1 国立医療機器センター 13 グランマ県医療機器センター

2 神経学・神経外科研究所 14
アルナルド・ミリアン・カスト
ロ病院

11
ファン・マヌエル・マルケス小
児病院

14
アルナルド・ミリアン・カスト
ロ病院

2
ピナール・デ・リオ県医療機器
センター

14
サンチアゴ・デ・クーバ県医療
機器センター

3 国立低侵襲性外科センター 15 ホセ・ミランダ県連携小児病院 13 アベル・サンタマリア病院 16
ドクトル・グスタボ・リマ外科
病院

3 アルテミサ県医療機器センター 15
グアンタナモ県医療機器セン
ター

4 フランク・パイス病院 16
ドクトル・グスタボ・リマ外科
病院

20
ウラジミール・イリイチ・レー
ニン病院

17 マヌエル・ドメネチ県外科病院 4 マジャベケ県医療機器センター 16 青年の島医療機器センター

5
エルマノス・アメイへイラス病
院

17 マヌエル・ドメネチ県外科病院 25 アウグスティーノ・ネト病院 19
ルシア・イニゲス・ランディ二
病院

5 マタンサス県医療機器センター

6 カリスト・ガルシア病院 18
エドゥアルド・アグラモンテ小
児病院

26
セリア・サンチェス・マンドゥ
レイ病院

23 ファン・ブルノ・サヤス病院 6
ビジャ・クララ県医療機器セン
ター

7 エンリケ・カブレラ病院 19
ルシア・イニゲス・ランディ二
病院

27
カルロス・マヌエル・セスペデ
ス病院

7
シエンフエゴス県医療機器セン
ター

8 サルバドール・アジェンデ病院 20
ウラジミール・イリイチ・レー
ニン病院

28
エルネスト・ゲバラ・デ・ラ・
セマ病院

8
サンチ・スピリトゥス県医療機
器センター

9 マヌエル・ファハルド病院 21
オクタヴィオ・デ・ラ・コンセ
プシオン・イ・デラ・ペドラハ
県小児病院

29 シロ・レドンド病院 9
シエゴ・デ・アビラ県医療機器
センター

10 ミゲル・エンリケス病院 22 サトゥルニノ・ロラ県病院 30 ホアキン・アルバラン総合病院 10
カマグウェイ県医療機器セン
ター

11
ファン・マヌエル・マルケス小
児病院

23 ファン・ブルノ・サヤス病院 31 アメリカ・アリアス母子病院 11
ラス・トゥーナス県医療機器セ
ンター

12 ウィリアム・ソレル小児病院 24 スール・ラ・コロナ小児病院 32 コロン病院 12 オルギン県医療機器センター

33 カルデナス病院

34
セレスティーノ・エルナンデ
ス・ロバウ病院

X線装置のデジタル化 病理検査関連機材 低侵襲治療関連機材 技術協力プロジェクト

対象病院 対象病院 対象病院 対象病院 対象施設 対象施設
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大臣 
大臣官房 

監査局 

人事局 

法務局 

組織局 

検査局 

安全保障局 

市民防衛局 

学部課程 
教育局 

医療福祉支援 
部門 

経済サービス 
部門 

教育・研究部門 
衛生、疫学、細菌学

部門 
国際関係協力、特別プログラム

部門 

第１副大臣 
部門 

大学院課程
教育局 

科学技術局 疫学局 環境衛生局 害獣対策監視局 

経済局 
基礎サービス、 

運輸局 
人材局 投資、維持管理技術局 

情報、コミュニ
ケーション局 

医療履歴統計局 国際関係局 
中央資料 
保管庫 

医療サービス局 薬剤・医療技術局 

別添２ 

責任機関 

保健省組織図 
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別添 3 

① -1医用画像診断システムのデジタル化に必要な機材 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

1 FPD 一般X線露光用間接変換型FPDシステム（FPDディテクター、
ディテクターコントローラーブロック、コンソール、医療用キ

ーボード付きDICOMモニターを含む） 
1セット 24セット 

2 CR デジタルX線画像診断システムCR (IP付CCタイプ14” x 17”4
シャーシ、8” x 10” 2シャーシ)、CRコンソール、4マンモグラ
フィーシャーシ 

1セット 24セット 

3 CR プレートボックス14”x17” 25セット 600セット 
4 CR プレートボックス8”x10” 10セット 240セット 
5 CR マンモグラフィー用プレートボックス 20セット 480セット 
6 PACS PACSサーバー 1セット 24セット 
7 PACS 評価用ステーション（3メガピクセルのモニター含む） 1セット 24セット 
8 PACS ディスプレイ・ステーション（1設備あたり3台） 12セット 288セット 
9 PACS 16ポート・スイッチHUB（VIカテゴリー） 8セット 192セット 
10 PACS ネットワーク接続用UTPケーブルロール 8セット 192セット 
11 PACS UPS3000VA 1セット 24セット 
12 共通 X線フィルムレーザープリンター 1セット 24セット 
13 共通 マンモグラフィー用シャウカステン（2枚掛け、シャドーなし） 1セット 24セット 
14 医療機器以外 RJ45コネクター（100個入りパック） 1セット 24セット 

15 医療機器以外 電源用延長コード 6セット 144セット 

16 医療機器以外 UPS1500VA 5セット 120セット 

17 医療機器以外 サービスステーションおよびプログラマー 2セット 48セット 

18 医療機器以外 パソコン用デスク 6セット 144セット 

19 医療機器以外 椅子 6セット 144セット 

20 医療機器以外 紙用レーザープリンター 1セット 24セット 

 
① -2 上記機材設置のためのツール 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

1 医療機器以外 県による設置・設営用ツールセット 1セット 7セット 
2 医療機器以外 メタルローリングワークショップ 1セット 7セット 

3 医療機器以外 ミリ・コンビネーションレンチ14、ケース付 1セット 7セット 

4 医療機器以外 プロフェッショナルセット151ピース入り 1セット 7セット 

5 医療機器以外 12Vコードレス・ハンマードリル 1セット 7セット 

6 医療機器以外 13mm 700W ハンマードリル 1セット 7セット 

7 医療機器以外 細帯鋸480W 1セット 7セット 

8 医療機器以外 ダブルグラインダー 1セット 7セット 

9 医療機器以外 細帯鋸替刃3枚セット（メタル用） 1セット 7セット 

10 医療機器以外 ガラスドリルビットセット 1セット 7セット 

11 医療機器以外 高速スチールドリルビット43個セット（1-13mm） 1セット 7セット 

12 医療機器以外 安全クリック式トルクレンチ1/4”, 2.8-16.4Nm 1セット 7セット 

13 医療機器以外 安全クリック式トルクレンチ3/8”, 10-50Nm 1セット 7セット 

14 医療機器以外 安全トルクレンチ1/2” 42-250Nm 1セット 7セット 

15 医療機器以外 ミニ旋盤（44アクセサリー付） 1セット 7セット 
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No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

16 医療機器以外 デジタル·ストレージ·オシロスコープ－200MHz 1セット 7セット 

17 医療機器以外 温度相対湿度データロガー 1セット 7セット 

 
②  病理検査用機材 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

1 共通 化学天秤 1セット 14セット 
2 共通 天秤（1000gまで） 1セット 14セット 
3 共通 フリーザー（20度） 1セット 14セット 
4 共通 pHメーター 2セット 28セット 
5 共通 カメラ（プロ仕様） 1セット 14セット 
6 共通 化学天秤5kg 1セット 14セット 
7 共通 タイマー 1セット 14セット 
8 共通 双眼顕微鏡 6セット 84セット 
9 共通 カメラ付き三眼顕微鏡 1セット 14セット 
10 共通 教育用ペンタヘッド顕微鏡 1セット 14セット 
11 共通 蛍光顕微鏡 1セット 14セット 
12 共通 染色装置 1セット 14セット 
13 共通 電子レンジ 1セット 14セット 
14 共通 マグネチックスターラー 1セット 14セット 
15 生検 使い捨て刃用縦型ミクロトーム 2セット 28セット 
16 生検 組織検査用パラフィン溶融器 3セット 42セット 
17 生検 ティッシュプロセッサー 2セット 28セット 
18 生検 パラフィン包埋装置 1セット 14セット 
19 生検 パラフィンヒーター60’ 100g 1セット 14セット 
20 迅速 クライオスタット 2セット 28セット 
21 細胞診断 遠心分離機（4チューブ） 2セット 28セット 
22 細胞診断 細胞遠心分離機 1セット 14セット 
23 病理解剖 電動解剖鋸（霊安室用） 2セット 28セット 
24 病理解剖 霊安室テーブル 2セット 28セット 

25 病理解剖 剖検セット 2セット 28セット 

26 病理解剖 吊り分銅（霊安室用） 2セット 28セット 

 

③ 低侵襲治療に必要な機材 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

1 上部消化管スコープ 上部消化管内視鏡ビデオスコープ 1セット 6セット 
2 下部消化管スコープ 下部消化管内視鏡ビデオスコープ 1セット 6セット 
3 モニターセット 内視鏡トロリー·ワークステーション 1セット 6セット 
4 モニターセット 高解像度LCDモニター 1セット 6セット 
5 モニターセット ビデオプロセッサー 1セット 6セット 
6 モニターセット キセノンランプ 1セット 6セット 

7 
止血手技（食道静脈瘤止

血バンドセット含む） 
電気外科ユニット 1セット 6セット 

8 
止血手技（食道静脈瘤止

血バンドセット含む） 
吸引ユニット 1セット 6セット 

9 
止血手技（食道静脈瘤止

血バンドセット含む） 
硬化療法針内径23Gx4mm 2セット 12セット 

10 
止血手技（食道静脈瘤止

血バンドセット含む） 
食道静脈瘤結束バンドx 6個 10セット 60セット 
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No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

11 工具 高速スチールドリルビット43個セット（1-13mm） 2セット 12セット 
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別添 4 

無償資金協力 

 

 

無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自

国の経済・社会の発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達

するのに必要な資金を、我が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するもので

ある。日本国政府が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 

2008年10月1日に施行された新JICA法及び日本国政府の決定に基づき、JICAが施設・機材等

調達方式等の無償資金協力の実施機関となっている。 

 

1. 無償資金協力実施の手順 

 

我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

 

・協力準備調査   JICAにより実施 

・審査及び承認   日本国政府及びJICAによる審査、閣議による承認 

・実施の決定    日本国政府と被援助国間の口上書交換 

・贈与契約     JICAと被援助国間の契約締結 

・実施       贈与契約に基づくプロジェクトの実施 

 

2. 協力準備調査の位置づけ 

 

（1）協力準備調査の内容 

 JICAが実施する協力準備調査の目的は、JICA及び日本国政府が無償資金協力の審査

を行う際に必要な基礎的資料（判断材料）を提供することであり、その内容は以下の

とおりである。 

－ プロジェクトの背景、目的、効果並びに実施に必要な被援助国側関関係機関

の能力の確認 

－ 無償資金協力実施の妥当性について技術面、財政面、社会・経済面での検証 

－ プロジェクトの基本構想について双方で確認 

－ プロジェクトの概略設計策定 

－ 概略事業費の積算 

なお、要望された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が国の無

償資金協力のスキーム等を勘案し、基本構想が確認される。 

また、無償資金協力として実施するに当たって、JICAは被援助国側の自助努力を求

める立場から被援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以

外の所管事項である場合であってもその実施の担保を求めるものであり、最終的には被

援助国政府の関係する機関全てとの確認をミニッツにより行う。 

 

（2）コンサルタントの選定 

調査の実施に際してJICAはプロポーザル方式によりコンサルタントを選定する。 
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（3）調査結果 

調査報告書はJICAによって検討され、無償資金協力の妥当性が確認された後、JICA

は無償資金協力実施に係る審査を日本国政府に提言する。 

 

3. 無償資金協力のスキーム 

 

（1）交換公文（E/N）及び贈与契約（G/A） 

 無償資金協力が閣議によって承認の後、交換公文（E/N）が日本国政府と被援助国

政府との間で署名され、引き続きJICAと被援助政府との間で贈与契約（G/A）が締結

される。G/AはE/Nに基づき、支払条件、被援助国の責務、調達条件といった、当該プ

ロジェクトの実施に必要とされる条項を定めるものである。 

 

（2）コンサルタントの選定 

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは、E/N及びG/A

の後の当該プロジェクトに引き続き従事するため、JICAによって被援助国へ推薦さ

れる。 

 

（3）調達適格国 

無償資金協力の資金は、原則として、日本国又は被援助国の生産物ならびに日本国

民又は被援助国民の役務を購入するために使用される。なお、品質や競争性、経済合

理性の観点から必要に応じて第三国（日本国又は被援助国以外）の生産物の購入又は

役務の購入にも使用することが可能である。但し、無償資金協力を実施するに当たっ

て必要とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業者及び調達業

者は原則「日本国民」に限定される（ここでいう「日本国民」という語は日本国の自

然人又はその支配する日本国の法人を意味する）。 

 

（4）「認証」の必要性 

被援助国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で

締結され、かつ、JICAによる「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金

であることによる。 

 

（5）被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して被援助国政府は別紙のような措置等が求めら

れる。特に免税について、日本政府は無償資金協力の資金が日本国民の税金である

ために、すべての税金・課金を免除するように被援助国政府へ求めている。 

 

（6）「適正使用」 

無償資金協力により建設される施設及び購入される機材が、適正かつ効果的に維

持され、使用されること、並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。また、

無償資金協力によって負担される経費を除き必要な維持・管理費全ての経費を負担

すること。 
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（7）「輸出及び再輸出」 

無償資金協力により購入される生産物は被援助国より輸出あるいは再輸出されては

ならない。 

 

（8）銀行取極（B/A） 

a) 被援助国政府（又は指定された当局）は、原則日本国内の銀行に被援助国政府名

義の口座を開設する必要がある。JICAは認証された契約に基づいて被援助国政府

又は政府が指定する当局が負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本

円」で支払うことにより無償資金協力を実施する。 

b) JICAによる支払いは被援助国政府又は政府が指定する当局が発行する「支払授権

書（A/P）」に基づいて「銀行」が支払請求書をJICAに提出した時に行われる。 

 

（9）支払授権書（A/P） 

被援助国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払授権書の通知手数料及び

支払い手数料を負担しなければならない。 

 

（10）社会環境配慮 

被援助国政府は当該プロジェクトに対して環境社会配慮を確保しなければならな

い。また、被援助国の環境規制及び「JICA環境社会配慮ガイドライン」に従わなけ

ればならない。 

 

（11）進捗管理 

G/Aで定めた被援助国政府の責務の一環として、当該プロジェクトの円滑な実施に

向けた被援助国政府の主体的な進捗管理が求められる。また、その進捗について

Project Monitoring Report (PMR)によるJICAへの報告が求められている。 

 

（12）安全対策 

被援助国政府は当該プロジェクトの実施に際して最大限の安全配慮を行っていか

なくてはならない。
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日本国無償資金協力の流れ 
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要請 

要請の評価 案件確認調査* 案件の絞り込み 

事後評価調査 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

案件の評価 

省内審議 

閣議承認 

E/NおよびG/A 

銀行間取極 

コンサルタント契約 承認 A/P の発行 

詳細設計および入札

図書 キューバ国政府に

よる承認 
準備および入札 

入札および評価 

建設/機材調達契約 承認 A/P 

A/P 完了証明 建設 

運用 終了時評価調査 

(A/P : 支払授権書) 

(E/N: 交換公文） 

(G/A: 贈与契約) 

予備調査* 

概略設計調査 

 

 Study 

現地調査、分析、
報告 

プロポーザルによる

コンサルタントの選

定、契約 l 

最終報告書 

Final Report 

現地調査、分析、
報告 *必要なら 

公文案の準備 

*必要なら 

報告書案の説
明 
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添付 5

番号 項目 日本 キューバ

1

1) 日本から受入国までの海上（航空）輸送 ●

2) 荷揚げ港からプロジェクトサイトまでの内陸輸送 (●) (●)
2

3

4

5

6 銀行間取極(B/A)に基づく、日本の銀行に対し以下の銀行取引業務のための手数料の負担

1) 支払い授権書(A/P)発行手数料 ●

2) 支払い授権書(A/P)に基づく支払い手数料 ●

7 ●案件実施のために環境及び社会に十分な配慮を行う。

案件実施のために、資機材が適切かつ効率的に維持管理、使用される。
●

無償資金協力により負担される以外の、機材の設置に必要な施設の改修費等全ての費用の負担。
●

日本・キューバ両国政府による主な負担事項

荷揚げ港に於ける迅速な荷下ろしと通関業務の保証及び内陸輸送業務の支援

財物の購入に際し受益国において課せられる関税、内国税その他課税の免除

●

認証された機材調達契約に係る業務の実施のために、日本人及び、または第三国人がキューバ国に入
国し、滞在することに対する許可 ●
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無償資金協力プロジェクト要請施設の機能 別添６

県 No. 対象病院 県 管轄・区分 病床数 施設の機能 機能別医療サービス（暫定） 備考

1 国立腫瘍学研究所(INOR) La Habana 保健省・三次 275床 腫瘍研究所 腫瘍全般 トップレファラル 診断、治療（手術・放射線治療・化学療法） 　

2 神経学・神経外科研究所 La Habana 保健省・三次 72床 脳神経研究所 脳腫瘍 トップレファラル 診断、治療（手術） 放射線治療、化学療法はINORにリファー

3 国立低侵襲性外科センター La Habana 保健省・三次 33床 低侵襲専門センター 低侵襲治療 トップレファラル 診断、治療（手術） 　

4 フランク・パイス病院 La Habana 保健省・三次 750床 整形・外傷専門病院 骨腫瘍 トップレファラル 診断、治療（手術） 放射線治療、化学療法はINORにリファー

5 エルマノス・アメイへイラス病院 La Habana 保健省・三次 750床 総合病院 腫瘍全般 トップレファラル 診断、治療（手術・化学療法） 　

ピナール・
デ・リオ

13 アベル・サンタマリア病院 Pinar del Rio 県立・二次 820床 総合病院 腫瘍全般 トップレファラル 診断、治療（手術・放射線治療・化学療法） 　

アルテミー
サ

29 シロ・レドンド病院 Artemisa 県立・二次 184床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 低侵襲治療はハバナ県にリファー

6 カリスト・ガルシア病院 La Habana 県立・二次 400床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術） 　

7 エンリケ・カブレラ病院 La Habana 県立・二次 464床 総合病院 婦人科領域 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

8 サルバドール・アジェンデ病院 La Habana 県立・二次 530床 外科専門教育病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

9 マヌエル・ファハルド病院 La Habana 県立・二次 241床 総合病院 乳房 トップレファラル 診断、治療（手術・化学療法） 　

10 ミゲル・エンリケス病院 La Habana 県立・二次 241床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術、化学療法） 　

11
ファン・マヌエル・マルケス小児
病院

La Habana 県立・二次 410床 小児専門病院 小児癌 中核 診断、治療（手術） 　

12 ウィリアム・ソレル小児病院 La Habana 県立・二次 237床 小児専門病院 小児癌 トップレファラル 診断、治療（手術・化学療法）  

30 ホアキン・アルバラン総合病院 La Habana 県立・二次 300床 総合病院 脳以外の腫瘍 中核 診断、治療（手術） 放射線治療、化学療法はINORにリファー

31 アメリカ・アリアス母子病院 La Habana 県立・二次 180床 母子病院 婦人科領域 中核 診断、治療（手術） 　

32 コロン病院 Matanzas 市立・二次 243床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法）
低侵襲治療はFaustino Perez病院（県トップレファラ
ル）にリファー

33 カルデナス病院 Matanzas 市立・二次 263床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法）
低侵襲治療はFaustino Perez病院（県トップレファラ
ル）にリファー

14
アルナルド・ミリアン・カストロ病
院

Villa Clara 県立・二次 598床 教育総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 放射線治療は、セレスティーノにリファー

34
セレスティーノ・エルナンデス・
ロバウ病院

Villa Clara 県立・二次 221床 腫瘍専門病院 腫瘍全般 トップレファラル 診断、治療（手術・放射線治療） 化学療法は要確認（未調査）

15 ホセ・ミランダ県連携小児病院 Villa Clara 県立・二次 230床 小児専門病院 小児癌 トップレファラル 診断、治療（手術・化学療法） 　

シエンフエ
ゴス

16
ドクトル・グスタボ・リマ外科病
院

Cienfuegos 県立・二次 640床 総合病院 婦人科領域 中核 診断、治療（手術） 　

17 マヌエル・ドメネチ県外科病院 Camaguey 県立・二次 502床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法）

18
エドゥアルド・アグラモンテ小児
病院

Camaguey 県立・二次 320床 小児専門病院 小児癌 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

ラス・
トゥーナス

28
エルネスト・ゲバラ・デ・ラ・セマ
病院

Las Tunas 県立・二次 707床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

19
ルシア・イニゲス・ランディ二病
院

Holguín 県立・二次 345床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 低侵襲治療はレーニンにリファー

20
ウラジミール・イリイチ・レーニ
ン病院

Holguín 県立・二次 800床 総合病院 腫瘍全般 トップレファラル 診断、治療（手術・放射線治療・化学療法） 　

21
オクタヴィオ・デ・ラ・コンセプシ
オン・イ・デラ・ペドラハ県小児
病院

Holguín 県立・二次 469床 小児専門病院 小児癌 トップレファラル 診断、治療（手術） 化学療法はレーニンにリファー

22 サトゥルニノ・ロラ県病院 Santiago de Cuba 県立・二次 540床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

23 ファン・ブルノ・サヤス病院 Santiago de Cuba 県立・二次 769床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

24 スール・ラ・コロナ小児病院 Santiago de Cuba 県立・二次 266床 小児専門病院 小児癌 中核 診断、治療（手術・化学療法）

グアンタナモ 25 アウグスティーノ・ネト病院 Guantánamo 県立・二次 836床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

26
セリア・サンチェス・マンドゥレイ
病院

Granma 県立・二次 450床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術、化学療法） 　

27
カルロス・マヌエル・セスペデス
病院

Granma 県立・二次 665床 総合病院 腫瘍全般 中核 診断、治療（手術・化学療法） 　

オ
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無償資金協力プロジェクトの要請機材に対する暫定的な調査結果 別添 7

FPD CR PACS 共通
医療機器

以外
共通 細胞診断 生検 術中迅速 病理解剖

上部消化管
スコープ

下部消化管
スコープ

十二指腸
スコープ

モニターセッ
ト

止血手技（食
道静脈瘤止
血バンドセッ

ト含む）

工具

1 国立腫瘍学研究所(INOR) La Habana B A B B- C - - - - - - - - - - -

2 神経学・神経外科研究所 La Habana B A B B- C - - - - - - - - - - -

3 国立低侵襲性外科センター La Habana B A B- B- C - - - - - B B A B A -

4 フランク・パイス病院 La Habana B A B- B- C - - - - - - - - - - -

5 エルマノス・アメイへイラス病院 La Habana B A B B- C - - - - - - - - - - -

ピナール・
デ・リオ

13 アベル・サンタマリア病院 Pinar del Rio B A B- B- C B A B B- B- - - - - - -

アルテミーサ 29 シロ・レドンド病院 Artemisa - - - - - B A B B B- - - - - - -

12 ウィリアム・ソレル小児病院 La Habana B A B- B- C - - - - - - - - - - -

6 カリスト・ガルシア病院 La Habana B A B- B- C - - - - - A A - B A -

7 エンリケ・カブレラ病院 La Habana B A B- B- C - - - - - - - - - - -

8 サルバドール・アジェンデ病院 La Habana B A B- B- C - - - - - - - - - - -

9 マヌエル・ファハルド病院 La Habana B A B- B- C - - - - - - - - - - -

10 ミゲル・エンリケス病院 La Habana B A B- B- C B A B B B- B A - B A B-

11 ファン・マヌエル・マルケス小児病院 La Habana B A B- B- C 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 - - - - - -

30 ホアキン・アルバラン総合病院 La Habana - - - - - B A B B B- - - - - - -

31 アメリカ・アリアス母子病院 La Habana - - - - - B A B B B- - - - - - -

32 コロン病院 Matanzas - - - - - B A B B B- - - - - - -

33 カルデナス病院 Matanzas - - - - - B A B B B- - - - - - -

14 アルナルド・ミリアン・カストロ病院 Villa Clara B A B- B- C - - - - - 未調査 未調査 - 未調査 未調査 未調査

34 セレスティーノ・エルナンデス・ロバウ病院 Villa Clara - - - - - 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 - - - - - -

15 ホセ・ミランダ県連携小児病院 Villa Clara B A B B- C - - - - - - - - - - -

シエンフエゴス 16 ドクトル・グスタボ・リマ外科病院 Cienfuegos B A B- B- C - - - - - A A - B A B-

17 マヌエル・ドメネチ県外科病院 Camaguey B A B- B- C - - - - - B A - B A B-

18 エドゥアルド・アグラモンテ小児病院 Camaguey B A B- B- C - - - - - - - - - - -

ラス・
トゥーナス

28 エルネスト・ゲバラ・デ・ラ・セマ病院 Las Tunas - - - - - B A B B- B- - - - - - -

19 ルシア・イニゲス・ランディ二病院 Holguín B A B- B- C - - - - - A A - B A B-

20 ウラジミール・イリイチ・レーニン病院 Holguín B A B- B- C B A B B B- - - - - - -

21
オクタヴィオ・デ・ラ・コンセプシオン・イ・デラ・ペドラハ県小

児病院
Holguín B A B- B- C - - - - - - - - - - -

22 サトゥルニノ・ロラ県病院 Santiago de Cuba B A B- B- C - - - - - - - - - - -

23 ファン・ブルノ・サヤス病院 Santiago de Cuba B A B- B- C - - - - - 未調査 未調査 - 未調査 未調査 未調査

24 スール・ラ・コロナ小児病院 Santiago de Cuba B A B- B- C - - - - - - - - - - -

グアンタナモ 25 アウグスティーノ・ネト病院 Guantánamo - - - - - B A B B- B- - - - - - -

26 セリア・サンチェス・マンドゥレイ病院 Granma - - - - - B A B B B- - - - - - -

27 カルロス・マヌエル・セスペデス病院 Granma - - - - - B A B B- B- - - - - - -

A

B

B-

C 無償資金協力プロジェクトの目標達成において、妥当性、必要性、緊急性が低いと判断される。

カマグエイ

無償資金協力プロジェクトの目標達成において、妥当性、必要性、緊急性が高いと判断される。

無償資金協力プロジェクトの目標達成において、妥当性、必要性、緊急性が認められるが、さらに詳細な検討が必要。

無償資金協力プロジェクトの目標達成において、妥当性、必要性、緊急性の確認にさらなる検討が必要。

ビジャ・クララ

オルギン

サンチアゴ・
デ・クーバ

グランマ

病理検査機材 低侵襲治療に必要な機材

マタンサス

県 No. 対象病院 県

医用画像診断システムのデジタル化に必要な機材

全国

ハバナ

1
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別添 7 
無償資金協力プロジェクトの要請機材に対する今後の検討方針 

 
＜デジタル化関連機材＞ 
 
CRは、デジタル化が容易であること、本件がデジタル化の要請であることから高い評価と
しているが、今後の調査において既存の X線装置の稼働状況等を十分考慮する。 
 
FPDは、特に既存の放射線発生装置との互換性、維持管理面を今後の検討とする。 
 
PACSは、施設の医用画像のデジタル化の現状から評価をした。データのデジタル化が進ん
でいないサイトでは、PACS導入のメリットが高いと判断する。今後は、フィルムレス化に
よる作業効率の向上に寄与するか、検査数、設備面での対応状況、維持管理能力を慎重に

検討する。 
 
共通機材（フィルムプリンター、シャーカステン）に関しては、デジタル化をする事の目

的の一つがフィルムレス化であるため、慎重な評価とした。しかし、フィルム調達の困難

性、維持管理面などから引き続き分析を行う。 
 
医療機器以外については、がんの早期発見、早期治療に対する緊急性が比較的低いと認識

したが、個別の必要性をさらに検討する。 
 
＜病理関連機材に関して＞ 
細胞診断、生検に関しては、既存機材の状態から評価しました。多くの施設が手動で作業

を行っていましたので、機器の更新のメリットは大きいと考えます。今後の解析では、検

査数、人員数、自動化のメリット、維持管理体制などを検討し、アイテムごとに個別に判

断をします。またこれに加え術中迅速に関しては、施設の役割、がんオペ数等を検討しま

す。 
 
病理解剖は、実施数、人員、設備面から評価した。今後は地域の中での施設の役割、がん

の早期発見、治療に対する病理解剖の緊急性および医療教育へのインパクトを検討する。

さらに、個別の必要性を検討する。 
 
＜M/Aに関して＞ 
スコープ類は、施設の役割、既存機材の状況、件数から評価した。ファイバースコープを

使用している施設は、ビデオスコープに更新できるよう、評価した。さらに今後は運営維

19



持能力等を検討する。施設ごとに要請された仕様/グレードの妥当性、特に十二指腸スコー
プに関しては、医師教育に与えるインパクを検討する。 
 
モニターは、現有機器の状態、数量から評価したが、今後は既存のモニターと供与するス

コープの互換性を特に慎重に検討する。 
 
止血手技（食道静脈瘤止血バンドセット）は、施設の役割、現状の実施状況から評価した。

今後は、地域の疾病状況等を検討する。また消耗品であるため、適切な必要個数を検討す

る。 
 
工具は、プロジェクト目標の達成の観点から、必要性を検討する。 

20



別添 8  

技術協力プロジェクトの仕組み 

 

（１）技術協力プロジェクトの概要 

ア. 技術協力プロジェクト（以下、「技プロ」）の定義 

技プロとは、JICA の技術協力の一形態であり、「一定の成果を一定の期間内に達成することを目的として、

予め合意された協力計画に基づき、一体的に実施・運営される技術協力事業のこと。なお、期間的に期待す

る成果と、それを実現するための活動及び投入の因果関係は、明確且つ論理的ではなければならない。」と定

義されている。よって、因果関係が明確且つ論理的であることを示すために、JICAでは技プロを実施する際

には、原則としてプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix: PDM）を運営管理のツ

ールとしている。PDM とは、資源（ひと、もの、かね等）を「投入」し、様々な「活動」を通してプロジェ

クトの「目標（Objectives）」を達成するという「投入→活動→成果→プロジェクト目標→上位目標」の論理

的な因果関係の仮説を組み立てた要約表である。「目標」達成を確認するための指標を設定し、構成要素ごと

に上位概念に進むための外部条件が明確化されることで、PDMが完成する。また、PDMは、ロジカル・フレー

ムワーク（通称：ログフレーム）とも呼ばれる。 

また、技プロは、プロジェクト目標達成のため、日本人専門家派遣、第三国人材の活用（第三国専門家、ロ

ーカル・コンサルタント/NGO 等、）機材供与、各種研修員受入（課代別研修、国別研修、長期研修、在外技

術研修（現地国内研修、第三国研修））等の投入要素から最適なものを柔軟に組み合わせ、事業計画の立案か

ら実施評価までを一貫して計画的且つ総合的に運営・実施することで、より高い成果が得られることを目指

す。 

よって、投入要素を柔軟に組み合わせた結果、技プロには長期間・大規模・多様な投入のものから、短期間・

小規模・限定的な投入のものまで、様々なものが存在する。 

 

イ. 技プロの目的・概要 

技プロは、途上国の社会・経済の発展に寄与するため、特に、相手国の開発計画の中に位置付けられた開発

対象分野において、相手国の要請に応じ、JICA が相手国と共に、特定の目的、内容・範囲、期間を設定し、

相手国との共同事業として実施されるものである。 

また、相手国の社会経済展開に必要な人材の育成、研究開発、技術普及を通して相手国の組織体制を強化し、

期待される開発効果を実施するために実施されるものである。 

 

（２）技プロの事業サイクル 

  技プロは以下の流れで実施される。 

 

ア. 案件発掘・形成 

JICA 在外事務所、協力準備調査（旧プロジェクト形成調査）、日本大使館や、JICA、JBIC を主要メンバーと

した ODA タスクフォース等によって案件発掘・形成がなされる。技プロは、あくまで相手国政府との共同事

業であることから、他ドナーのように相手国政府の人件費まで負担することはないことを先方に理解しても

らう必要がある。 

 

イ. 要請の取り付け 

ODAタスクフォース等での評価を経て、毎年８月末締切の要望調査により取りまとめる。 

なお、要望調査を経ず随時に受けた要請等で協力準備調査を経て案件形成・審査・採択が行われる案件もあ
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る。 

 

ウ. 案件検討、採択 

９月以降、要望調査に基づき、JICA本部、外務省、関係各省は国別事業実施計画や専門的見地等から採択可

否につき案件を審査。採択案件については外務省から相手国政府へ採択通報。また、在外公館ベースで協力

にかかる口上書の交換を実施。 

 

エ. 事前評価の実施/ 詳細計画策定調査団の派遣 

対象案件の内容や予想される協力効果をより明確にし、実施の適切性を総合的に検討するため、事前評価を

実施。必要に応じて詳細計画策定調査（往来の事前評価調査団に相当）を派遣し、派遣しない場合は既存の

資料に基づく簡便な事前評価を実施する。なお、２億円以上の案件については「事業事前評価表」を作成し

公表するが、２億円未満の案件については実施計画書に事前評価（妥当性）の観点から記述を含めることで

事前評価としている。 

具体的には、準備実施計画書の作成→調査団員の決定→対処方針の検討→詳細計画策定調査団の派遣。 

 

オ. プロジェクト開始の準備 

詳細計画策定調査団帰国後、PDM、プロジェクトドキュメントの作成、事業事前評価表の作成・承認（それぞ

れ案件金額により作成する書類や承認のレベルが異なる）の後、プロジェクトの実施や活動内容・必要な措

置について、実施機関間の合意文書である合意議事録（Record of Discussions: R/D）を作成し、通常は JICA

在外事務所長と先方政府のプロジェクト責任者との間で署名を行う。 

その後、担当部署では同 R/D を踏まえ、技プロの開始に先立ち、全体行程、投入予算概算額等について実施

計画書を作成し、同実施計画に基づき派遣専門家の選定等の準備を開始する。 

 

カ. プロジェクトの実施 

R/D に定められた実施機関に基づき、技プロが開始される。プロジェクト開始と同時に日本人専門家が派遣

されることが多い。 

 

 

案件発掘・形成 案件準備 

（事前評価） 

実施 実施終了 事後評価 

  専門家派遣、研修

員受入 機材供与

他の投入 

 （必要に応じ）

延長、フォロー

アップ、フェー

ズ２等 

協力準備調査（プ

ロジェクト形成） 

設計計画策定調

査* 

R/D署名 

運営指導調査  終了時評価調査 

中間評価調査  

事後評価調査 

 

*協力準備調査を実施する場合は、詳細計画策定調査は必要に応じて実施。 

 

（３）技プロのモニタリングと評価 

Plan（計画） Do（実施） See（評価） 

22



ア. プロジェクトのモニタリング 

  技プロを計画的に、そして的確にマネジメントする上で、モニタリングは極めて重要である。その重要な手

がかりとして、報告書の存在がある。 

  このため、技プロの専門家チームは、カウンターパートと合同で６ヵ月ごとに成果等の達成状況をプロジェ

クト事業進捗報告書に取りまとめ、在外事務所（事務所がない国の場合は担当課題部）に提出することが求

められている。JICAは同報告書や、必要に応じて派遣する運営指導踏査団を通して、進捗状況の適切は把握

とそれに応じたアクションを行うこととなる。 

 

イ. プロジェクトの評価 

  プロジェクト実施の計画段階、実施段階、終了段階といったサイクルと連動する形で、プロジェクト評価の

サイクルも形成される。プロジェクト評価は、その実施時期に応じて事前評価、終了時評価、事後評価の３

つに分類される。 

 

（４）技プロの実施体制 

ア. 日本国内における実施体制 

  JICA（国際約束形成後の事業実施に責任を有する） 

 

イ. 相手国における日本側の実施体制 

  JICA在外事務所及び日本人専門家チーム。  

  なお、日本人専門家チームは、案件の規模にもよるが、プロジェクトの日本側チームにおける代表者として

チーフアドバイザーと、チーフアドバイザーを補佐し、相手側機関との協議を踏まえ協力計画の取りまとめ

を行う業務調査員、そして具体的な技術分野を担当する専門家から構成される。 

 

ウ. 相手国側の実施体制 

  援助調査省庁、実施担当省庁（農業省、保健省、工業省等）、プロジェクト実施機関。 

プロジェクトの相手国側チームは、最終責任者であるプロジェクト・ダイレクター（規模にもよるが、本省

次官、担当局長クラス）、プロジェクト活動現場の実務面での責任者であり、実質的なカウンターパートの長

であるプロジェクトマネージャー、プロジェクト活動を日本側と共に実施する人員であるカウンターパート

から構成される。 

 

エ. 日本側と相手国側の共同実施体制 

技プロは共同事業であるが、実施主体は途上国側にあるべきであり、その責任者も先方の代表者となる。ま

たプロジェクトの円滑な実施を促進するため、原則として合意調整委員会（Joint Coordination Committee: 

JCC）を設置し、定期的な会合の開催により、共通問題にかかる協議を行い、解決を図る。 

 

（５）技プロの実施における留意事項 

ローカルコスト 

ローカルコストとは、円滑な事業の実施、更には協力終了後の相手国側による自立発展の促進を念頭に置きながら、 プ

ロジェクト実施期間中に JICA と相手国側の双方とが負担する経費である。 
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協議議事録 

全国主要病院における医療サービス向上のための医療機材整備計画 
医療機材保守管理能力強化プロジェクト 

協力準備調査Ⅱ 
 

 キューバ共和国政府（以下、「キューバ」と称す）の要請に対し、日本政府は無償資金協

力プロジェクト「全国主要病院における医療サービス向上のための医療機材整備計画」（以

下、「無償資金協力プロジェクト」と称す）と技術協力プロジェクト「医療機材保守管理能

力強化プロジェクト」（以下、「技術協力プロジェクト」と称す）の協力準備調査Ⅱを行うこ

とを決定し、その調査を独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」と称す）に委託した。 
 

JICA は人間開発部・伊藤賢一を団長とする準備調査団（以下、「調査団」と称す）を 2015
年 10 月 23日から 11月 25日までキューバに派遣することにした。 

 

 調査団は、キューバ滞在中に関係当局との協議および対象地域における現地調査を実施し

た。 

 
これらの協議議事録と現地調査を踏まえ、双方は付属文書および別添に記載する主要事項

について確認した。 
 
 

ハバナ、2015 年 11 月 6 日 
 
 

 
 
                                
伊藤 賢一 
団長 
協力準備調査団 
国際協力機構 
日本 

 
 
                                  
アフルレド・ゴンザレス・ロレンソ 
副大臣  
保健省 
キューバ共和国 

 
 
 
 
 



                            
附属文書 

  

Ⅰ 無償資金協力プロジェクトと技術協力プロジェクトにより目指すところ 

第１次現地調査で合意した通り、無償資金協力プロジェクトと技術協力プロジェクトとの

一体的な支援により、全体として、主要な医療施設におけるがんの医療サービスの拡充と質

の向上を目指し、キューバの保健の優先課題の解決とキューバ国民の健康改善に寄与する。 

 

Ⅱ 無償資金協力プロジェクト 

1. 無償資金協力プロジェクトの目標 

本事業は、キューバの主要な医療施設において、医用画像診断システムのデジタル化に必

要な機材、病理検査機材、低侵襲治療に必要な機材を整備することにより、当該国において

死亡原因の一位であるがんの診断及び低侵襲治療の強化を図り、ひいては当該医療施設にお

ける医療サービスの拡充と質の向上に寄与する。 

 

2. 無償資金協力プロジェクトの名称 

無償資金協力プロジェクトの名称は「全国主要病院における医療サービス向上のための医

療機材整備計画」であることを双方で確認した。 
 

3. 無償資金協力プロジェクトサイト 

無償資金協力プロジェクトサイトは、別添 1に示すキューバの主要な医療施設である。別

添 1に記載の優先順位については、8-1-2で詳述する。 

 

4. 無償資金協力プロジェクトの責任機関及び実施機関 

責任機関および実施機関について以下の通り、双方で確認した。 

4-1. 責任機関は保健省・医療サービス福祉局とする。責任機関は実施機関を監督する。

実施機関の組織図は別添 2の通り。 

4-2. 実施機関について、国立の 5 つの医療施設は保健省・医療サービス福祉局、それ以

外の医療施設はハバナ県、ピナル・デル・リオ県、アルテミサ県、マタンサ県、ラ

ス・トゥーナス県、オルギン県、グランマ県、サンチアゴ・デ・クーバ県、グアン

タナモ県、ビジャ・クララ県、シエン・フエゴス県、カマグェイ県の合計 12県保健

局とする。更には、免税・通関手続き、内陸輸送および検収を行う公衆衛生サービ

ス公社グループ（ENSUME、MEDICUBA、CNE）も実施機関とする。実施機関は、プロジ

ェクトの円滑な実施及び関連機関による適時適切な負担事項の履行を確保するよう、

全ての関連機関との調整を行う。 

 

5. キューバ政府からの無償資金協力プロジェクトに関する要請内容  

5-1. 協議の結果、キューバ側の要請内容は別添３の通りであることを調査団とキューバ



側は確認した。この確認に際し、要請内容を以下のように整理した。 

a. 本事業は「医用画像のデジタル化プログラム 2018-2020 年」のモデルケースと

して、要請施設の完全フィルムレス化の構築を目指す。そのため、同プログラ

ムの方向性と合致しない X 線フィルムレーザープリンターとマンモグラフィ用

シャウカステンは、要請機材に含めない。 

b. 機材の据付は業者契約に含まれるため、CNE立会いのもとで同業者責任のもとで

行う。そのため同作業に必要な工具は、要請機材に含めない。 

c. パラフィンヒーターと遠心分離機は、他の要請機材と機能が重複することが確

認されたため、要請機材に含めない。 

d. その他、一般家具、事務機器などの一般的な汎用品は、がんサービスへ直接的

に寄与するものではないため、要請機材に含めない。 

5-2. 低侵襲治療関連機材について、腹腔鏡と気管支鏡の追加をキューバ側は要請した。

併せてキューバ側は、腹腔鏡、気管支鏡、上部内視鏡、下部内視鏡の順で優先する

ことを説明し、同協力の可否について調査団は今後検討することとした。 

5-3. 調査団帰国後に JICAは、その内容について妥当性を検証し、その結果を日本国政府

に報告する予定である。なお無償資金協力プロジェクトの最終的な内容は、日本国

政府により決定される。 

 

6. 日本の無償資金協力制度 

キューバ側は、日本政府がプロジェクトに対する日本の無償資金協力の実施を承認した場

合、その円滑な実施のために、別添４に記載された必要な措置（先方負担事項）をとること

を確約した。別添４の項目は協力準備調査の実施中に更新され、最終的に合意文書（Grant 

Agreement）に添付される 

 

7. 無償資金協力プロジェクトに関する調査スケジュール 

7-1. コンサルタント団員は、2015年 11月 25日までキューバで引き続き調査を行う。コ

ンサルタント団員は、要請機材の詳細な仕様と数量の確認、現有機材の活用可能性、

ソフトコンポーネントの必要性の確認、国内解析を行う上で必要となる施設・機材

の追加情報等を調査し、キューバ側は必要な情報提供を行う。 

7-2. JICAは協力準備調査報告書案を西語で作成すると共に、協力準備調査Ⅲ調査団を概

略設計概要説明のために 2016年 2月頃に派遣し、協力準備調査報告書案についてキ

ューバ側に説明すると共に、キューバ側の必要準備事項を確認する。 

7-3. 協力準備調査報告書案の内容と取るべき措置がキューバ側に原則的に受け入れられ

た場合、JICA は協力準備調査報告書を作成し、これを 2016 年 5 月頃にキューバ側

へ送付する。 

7-4. 上記スケジュールは暫定的であり、変更の可能性がある。 

 

8. その他協議事項  



8-1. 本事業の妥当性・有効性と今後の検討方針 

8-1-1. 本事業の妥当性と有効性 

本事業は、「がん対策総合プログラム」に沿って、以下の観点で同プログラムのうちが

ん診療サービスの強化に資することから、妥当性・有効性があることを双方は確認した。 

a. がん診療アルゴリズムに沿った、スクリーニング、早期診断、早期治療を強化

すること 

b. 成人のがんで罹患率・死亡率が高い消化器、呼吸器、乳房の診療に重点をおく

こと 

c. がんサービスネットワークを構成する各管区内で一定水準のがん診療サービス

を提供すること 

d. 地域間のがん医療サービスの平準化を目的とし、人口が多くがんの罹患率が高

い一方で、整備の遅れている東部地域を強化すること 

8-1-2.今後の検討方針 

上記に基づき、以下の方針で今後の検討を進めることを双方は確認した。以下に基づ

くキューバ側の要望による機材群ごとの施設の優先順位は、別添１の通りである。 

（1） デジタル化関連機材 

 一連のがん診療サービスのうち、スクリーニング、早期診断のための機材である。 

成人の消化器、呼吸器、乳房のがん診断を行う施設、複雑な症例を扱う保健省管轄

の病院の強化、およびがんサービスネットワークを構成する各管区内の県管轄の最

上位病院および中核病院の強化に重点を置く。 

（2） 病理関連機材 

  一連のがん診療サービスのうち、がんの確定診断のための機材である。 

整備の遅れている東部地域の医療サービス強化、またがんサービスネットワークを

構成する各管区内の県管轄の最上位病院および中核病院の機能強化に重点を置く。 

（3） 低侵襲治療関連機材 

 一連のがん診療サービスのうち、がんの診断と治療のための機材である。 

整備の遅れている東部地域の医療サービス強化、およびがんサービスネットワーク

を構成する各管区内の県管轄の最上位病院の機能強化に重点を置く。 

8-2. 現有機材と要請機材の機能面での整合性の検証 

一般 X 線撮影装置と乳房撮影装置のデジタル化に向けた CR と FPD の要請に対し、事業

効果の発現の検証を本調査団が行う。しかし CR と FPD の供与による事業効果が期待で

きないと判断された場合、現有装置から新規装置への置き換えを視野に入れた検討を行

うことを調査団は説明し、キューバ側は理解した。なお新規装置への置き換えの可能性

は、第 2次現地調査の終了時に、コンサルタントが技術的提案書で説明を行う。 

8-3. 予算確保 

調査団は、プロジェクト本体の実施に必要な、銀行間取極のための手数料、支払授権書

の発行とそれに基づく各支払の手数料、また内国輸送費とそれに伴う保険料がキューバ

側負担となるため、その資金を 2017 年度の保健省予算として計上・申請することを、



キューバ側へ助言した。 
8-4. 調達機材の運営・維持管理 

キューバ側は、調達機材の運営・維持管理に必要な予算措置および人員配置を行うこと

を、調査団へ確約した。なお、適切な予算措置計画の詳細な策定は、第 3次現地調査に

て行うことを双方で確認した。 

Ⅲ 技術協力プロジェクト 

1. 技術協力プロジェクトに関する調査スケジュール 

1-1. コンサルタント団員は、2015年 11月 25日までキューバで引き続き調査を行う。 

1-2. 協力準備調査Ⅱの結果を踏まえて JICA は、協力準備調査Ⅲ調査団を 2016 年 2 月頃

に派遣する。その際、上記Ⅰのとおり、無償資金協力プロジェクトで支援する医療

機材の維持管理能力の向上を基本方針とし、技術協力プロジェクトの方向性・枠組

み、そして目標の設定、投入、活動及び規模など案件の詳細計画を行う。 

1-3. 上記スケジュールは暫定的であり、変更の可能性がある。 

 
以上 

 
別添 1 プロジェクトサイト 
別添 2 組織図（責任機関および実施機関） 
別添 3 キューバ国政府要請機材（無償資金協力プロジェクト） 
別添 4  先方負担事項（無償資金協力プロジェクト） 
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優先順位

病院番号

優先順位

病院番号

国立 県立

医用画像診断システムのデジタル化関連機材
別添１

優先順位 病院番号 優先順位 病院番号

1 1 国立腫瘍学研究所(INOR) 6 13 アベル・サンタマリア病院

14 2 神経学・神経外科研究所 7 14
アルナルド・ミリアン・カスト
ロ病院

3 3 国立低侵襲性外科センター 21 15 ホセ・ミランダ県連携小児病院

17 4 フランク・パイス病院 16 16
ドクトル・グスタボ・リマ外科
病院

2 5
エルマノス・アメイへイラス病
院 8 17 マヌエル・ドメネチ県外科病院

4 6 カリスト・ガルシア病院 22 18
エドゥアルド・アグラモンテ小
児病院

5 7 エンリケ・カブレラ病院 18 19
ルシア・イニゲス・ランディ二
病院

12 8 サルバドール・アジェンデ病院 9 20
ウラジミール・イリイチ・レー
ニン病院

15 9 マヌエル・ファハルド病院 23 21
オクタヴィオ・デ・ラ・コンセ
プシオン・イ・デラ・ペドラハ
県小児病院

13 10 ミゲル・エンリケス病院 11 22 サトゥルニノ・ロラ県病院

19 11
ファン・マヌエル・マルケス小
児病院 10 23 ファン・ブルノ・サヤス病院

20 12 ウィリアム・ソレル小児病院 24 24 スール・ラ・コロナ小児病院

医用画像診断システムのデジタル化関連機材

対象病院



8
30

12
31

7
29

9
32 10

33

11
26

4
27 5

25
3
1013

11

2
13

1
20

14
34

優先順位

病院番号

国立 県立

病理検査関連機材

6
28

優先順位

病院番号

別添１

優先順位 病院番号 優先順位 病院番号

3 10 ミゲル・エンリケス病院 6 28
エルネスト・ゲバラ・デ・ラ・
セマ病院

13 11
ファン・マヌエル・マルケス小
児病院 7 29 シロ・レドンド病院

2 13 アベル・サンタマリア病院 8 30 ホアキン・アルバラン総合病院

1 20
ウラジミール・イリイチ・レー
ニン病院 12 31 アメリカ・アリアス母子病院

5 25 アウグスティーノ・ネト病院 9 32 コロン病院

11 26
セリア・サンチェス・マンドゥ
レイ病院 10 33 カルデナス病院

4 27
カルロス・マヌエル・セスペデ
ス病院 14 34

セレスティーノ・エルナンデ
ス・ロバウ病院

病理検査関連機材

対象病院



3
14

2
23

4
10

6
16

5
17

1
19

優先順位
病院番号

優先順位
病院番号

国立 県立

低侵襲治療関連機材 別添１

優先順位 病院番号

4 10 ミゲル・エンリケス病院

3 14
アルナルド・ミリアン・カスト
ロ病院

6 16
ドクトル・グスタボ・リマ外科
病院

5 17 マヌエル・ドメネチ県外科病院

1 19
ルシア・イニゲス・ランディ二
病院

2 23 ファン・ブルノ・サヤス病院

低侵襲治療関連機材

対象病院



大臣
大臣官房

監査局

人事局

法務局

学部課程
教育局

医療福祉支援
部門

経済サービス
部門

教育・研究部門
衛生、疫学、細菌学

部門
国際関係協力、特別プログラム

部門

大学院課程
教育局

科学技術局 疫学局 環境衛生局 害獣対策監視局

経済局
基礎サービス、

運輸局
人材局 投資、維持管理技術局

情報、コミュニ
ケーション局

医療履歴統計局 国際関係局
中央資料
保管庫

医療サービス局 薬剤・医療技術局

組織局

検査局

安全保障局

市民防衛局

第１副大臣
部門

別添２

責任機関

保健省組織図実施機関

医療機器医薬品輸出入公社

医療機器医薬品物流公社

医療機器センター

公衆衛生公社
グループ（GEASP）



 

防衛局 

人事部 

安全保障部 

局長 

監査部 法律顧問 

医療サービス部 

副所長 

医療技術部 

病院課 

看護課 

救急・緊急課 

口腔外科課 

がん対策課 

リハビリテーション課 

成人・福祉課 

メンタルヘルス課 

PHC 課 

医療技術専門部 

薬品分析課 

医薬品・眼鏡課 

協力部 

医療規定部 

情報部 

組織監査部 

書類保管庫 

市民対応課 

エネルギー課 

経済部 

保健政策・計画課 

経理課 

人材部 

保守・修繕課か

システム工学課 

インフラ工学部

副所長 副所長 

別添２ 県保健局組織図 
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① 医用画像診断システムのデジタル化に必要な機材 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

1 FPD 一般X線露光用間接変換型FPDシステム（FPDディテクター、

ディテクターコントローラーブロック、コンソール、医療用キ

ーボード付きDICOMモニターを含む） 
1セット 24セット 

2 CR デジタルX線画像診断システムCR (IP付CCタイプ14” x 17”4
シャーシ、8” x 10” 2シャーシ)、CRコンソール、4マンモグラ

フィーシャーシ 
1セット 24セット 

6 PACS PACSサーバー 1セット 24セット 
7 PACS 評価用ステーション（3メガピクセルのモニター含む） 1セット 24セット 
8 PACS ディスプレイ・ステーション（1設備あたり3台） 3セット 72セット 
9 PACS 16ポート・スイッチHUB（VIカテゴリー） 8セット 192セット 
10 PACS ネットワーク接続用UTPケーブルロール 8セット 192セット 
11 PACS UPS3000VA 1セット 24セット 
16 医療機器以外 UPS1500VA 5セット 120セット 

 

② 病理検査用機材 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

1 共通 科学天秤 1セット 14セット 
2 共通 天秤（1000gまで） 1セット 14セット 
3 共通 フリーザー（20度） 1セット 14セット 
4 共通 pHメーター 2セット 28セット 
5 共通 カメラ（プロ仕様） 1セット 14セット 
6 共通 科学天秤5kg 1セット 14セット 
7 共通 タイマー 1セット 14セット 
8 共通 双眼顕微鏡 6セット 84セット 
9 共通 カメラ付き三眼顕微鏡 1セット 14セット 
10 共通 教育用ペンタヘッド顕微鏡 1セット 14セット 
11 共通 蛍光顕微鏡 1セット 14セット 
12 共通 染色装置 1セット 14セット 
13 共通 電子レンジ 1セット 14セット 
14 共通 マグネチックスターラー 1セット 14セット 
15 生検 使い捨て刃用縦型ミクロトーム 2セット 28セット 
16 生検 組織検査用パラフィン溶融器 3セット 42セット 
17 生検 ティッシュプロセッサー 2セット 28セット 
18 生検 パラフィン包埋装置 1セット 14セット 
20 迅速 クライオスタット 2セット 28セット 
22 細胞診断 細胞遠心分離機 1セット 14セット 
23 病理解剖 電動解剖鋸（霊安室用） 2セット 28セット 
24 病理解剖 霊安室テーブル 2セット 28セット 

25 病理解剖 剖検セット 2セット 28セット 

26 病理解剖 吊り分銅（霊安室用） 2セット 28セット 

 

③ 低侵襲治療に必要な機材 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

1 上部消化管スコープ 上部消化管内視鏡ビデオスコープ 1セット 6セット 



2 

No. 分類 項目 数量/病院 合計数量 

2 下部消化管スコープ 下部消化管内視鏡ビデオスコープ 1セット 6セット 
3 モニターセット 内視鏡トロリー·ワークステーション 1セット 6セット 
4 モニターセット 高解像度LCDモニター 1セット 6セット 
5 モニターセット ビデオプロセッサー 1セット 6セット 
6 モニターセット キセノンランプ 1セット 6セット 
7 モニターセット 電気外科ユニット 1セット 6セット 
8 モニターセット 吸引ユニット 1セット 6セット 

9 
止血手技（食道静脈瘤止

血バンドセット含む） 
硬化療法針内径23Gx4mm 2セット 12セット 

10 
止血手技（食道静脈瘤止

血バンドセット含む） 
食道静脈瘤結束バンドx 6個 10セット 60セット 

 

 



Annex 4 
Major Undertakings to be taken by Recipient Government 

1. Before the Tender 
NO Items Deadline In charge Cost Ref. 

1 To open Bank Account (Banking Arrangement (B/A)) within 1 month after 
G/A 

BFI 
  

(B/A: Banking Arrangement) 

 

2. During the Project Implementation 

NO Items Deadline In charge Cost Ref. 

1 To bear the following commissions to a bank of Japan for the banking services based 
upon the B/A   

    

 1)  Advising commission of A/P within 1 month after 
the singing of the 

contract 
MINSAP 

  

 2)  Payment commission for A/P every payment MINSAP   

2 To ensure prompt unloading and customs clearance at the port of disembarkation in 
recipient country 

    

 1)  Tax exemption and customs clearance of the products at the port of 
disembarkation 

during the Project Medi Cuba   

 2)  Internal transportation from the port of disembarkation to the project site during the Project ENSUME   

3 To accord Japanese nationals and/or physical persons of third countries whose 
services may be required in connection with the supply of the products and the 
services under the verified contract such facilities as may be necessary for their entry 
into the recipient country and stay therein for the performance of their work 

during the Project MINSAP 
+ 

MINCEX 

  

4 To ensure that customs duties, internal taxes and other fiscal levies which may be 
imposed in the country of the Recipient with respect to the purchase of the Products 
and/or the Services [（※免税方式の場合） be exempted/（※先方政府負担（予算措置）

方式の場合） be borne by its designated authority without using the Grant] 

during the Project Medi Cuba   

5 To bear all the expenses, other than those to be borne by the Grant Aid, necessary for 
modification of the facilities for the equipment installation 

during the Project Electro 
medicina 

  

6 To provide temporary storage space for the equipment before arrival of the 
equipment 

Hospital   

7 To clear the room for the equipment installation before arrival of the 
equipment 

Hospital + 
Electro 

medicina 

  

8 To provide facilities for the distribution of electricity, air conditioning, water supply, 
drainage and other incidental facilities 

before arrival of the 
equipment 

Hospital + 
Electro 

medicina 

  

(B/A: Banking Arrangement, A/P: Authorization to pay) 
 

3. After the Project 
NO Items Deadline In charge Cost Ref. 

1 To maintain and use properly and effectively the equipment provided under the Grant 
Aid 
1) Allocation of maintenance cost 
2) Operation and maintenance structure 
3) Routine check/Periodic inspection 

After completion of 
the construction 

Hospital, 
Electro 

medicina 

  

(B/A: Banking Arrangement, A/P: Authorization to pay) 
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